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６⽉より、「県央地域の⽔源の森林づくり」のホームページを⼀新しました︕
今回は、より使いやすく、わかりやすくなったHPの内容についてご紹介いたします。

HPでは何を⾒ることができる︖

どこで⾒ることができる︖
インターネットの検索エンジンで「県央 ⽔源林」と

検索するか、下記のアドレスから直接⾒ることができます。
右の二次元コードからもアクセス可能です。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u5r/cnt/f550/p6679.html

県央地域県政総合センターでは、⽔源の森林への理解を深めていただくために、今後も情
報発信に努めてまいります。

HPのトップページ(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ版)

水源の森林づくりHPがリニューアル︕

①

スマートフォン
のカメラ機能な
どから読み込み
ができます。

②

③

④
⑤ ⽔源林について知りたい

ことがあったら、HPに
アクセスしてみると良さ
そうね︕

新HPでは、大きく以下の内容についてご覧い
ただけます。

①契約に関するお手続きや整備内容について
知りたい⽅はこちら︕

②「この森は水源林︖」という疑問の簡単な
解決法や、水源林で作業する際に必要なお手
続きについてはこちらをご覧ください︕

③地域の皆様へのご協⼒のお願いや、⼭林内での
注意事項など︕

④「そもそも水源の森林づくり事業って何︖」
という⽅はこちらをクリック︕

⑤森林整備の内容を⾒やすくまとめた写真館や、
Twitter等の過去の発信情報などを⾒ることが
できます︕

そのほか、個別のお問い合わせに対応する質問
フォームなども設けています。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u5r/cnt/f550/p6679.html


お問合せ先
神奈川県県央地域県政総合センター 森林部

新規契約の相談、契約内容の変更について ︓ ⽔源の森林推進課
整備の内容等について ︓ ⽔源の森林整備課

○契約地の売買、権利設定などをお考えのときは、事前に県に
ご連絡ください。
○住所・振込口座・代表者変更なども変更の⼿続きが必要です。

こんなときどうする︖Q＆A 〜相続が発生した場合〜

Q : ⼭林を相続し、ニュースレターが来たけど
どんな手続きが必要︖

START

次の場合もご連絡をお願いします︕

変更様式を送付しま
す。

必要事項を記入の上、
ご返信ください。

まずは県にご連絡
ください。

相続人のうち、代
表の方に契約を承
継していただける
かご相談させてい
ただきます。

法定相続人のなかから、代表者を1名
お選びください。
代表者の⽅に変更様式と委任状を送付
します。

代表者の方は他の相続人の委任状を添
えて、変更様式をご返信ください。
（年度内にお⼿続きが必要なため）

〒252-0157 相模原市緑区中野937-2 TEL︓042-784-1111 FAX︓042-784-6599

A : まずは県にご連絡ください。
次の場合に分けてご案内します。

相続の登記が完了した

相続する人は１名
（契約地は全筆お⼀人で相続する）

来年の３⽉末までに
登記が完了する
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